
【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年10月18日

【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　大庭　雅志

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】 尾崎　正幸

【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１

【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】

東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（年１回決
算型）

【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券の金額】

上限　１兆円

【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成27年10月27日付をもって提出した有価証券届出書（平成28年２月29日付、平成28年７月15日付およ

び平成28年８月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」
といいます。）について、原届出書記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出す
るものです。

 

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は、原届出書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。
 

第一部【証券情報】
(2) 内国投資信託受益証券の形態等

＜訂正前＞
（略）

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（平成28年10月１日付で東
京海上不動産投資顧問株式会社と合併する予定です。以下同じ。以下「委託会社」といいます。）
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。な
お、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（略）

 
＜訂正後＞
（略）

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（略）

 
(3) 発行（売出）価額の総額

＜訂正前＞
① 当初申込日：100億円を上限とします。

② 継続申込期間：１兆円を上限とします。

 
＜訂正後＞

１兆円を上限とします。

 
(4) 発行（売出）価格

＜訂正前＞
① 当初申込日：１口当たり１円

② 継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額

（略）
 

＜訂正後＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

（略）

 
(7) 申込期間

＜訂正前＞
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① 当初申込日：平成27年11月12日

② 継続申込期間：平成27年11月13日から平成29年１月18日まで

上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、継続申込期間においてお申込み日が以
下の日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
※継続申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 

＜訂正後＞
平成27年11月13日から平成29年１月18日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該
当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 
(9) 払込期日

＜訂正前＞
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
当初申込日にかかる発行価額の総額は信託設定日（平成27年11月13日）に、継続申込期間中の各取得
申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指定する
当ファンドの口座に振込まれます。
 

＜訂正後＞
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。

 
(12) その他

＜訂正前＞
① 申込の方法

a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、継続申込
期間においてお申込み日が上記「(7)申込期間」に記載の申込不可日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。

（略）
 
＜訂正後＞

① 申込の方法

a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日が上記「(7)申込期間」に記載の申込不可日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの
受付を行いません。

（略）
h.販売会社によっては、他のファンドとの間で乗換え（「スイッチング」といいます。）が可能な場
合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（略）
 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格

＜更新後＞
（略）

④ ファンドの特色
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(3) ファンドの仕組み

＜訂正前＞
（略）

② 委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成28年５月末日現在）
・会社の沿革
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昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運
用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の
社名にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録

　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上
の委託会社としての免許取得

平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

平成28年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併（予定）

 
・大株主の状況（平成28年５月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 
＜訂正後＞
（略）

② 委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成28年８月末日現在）
・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運
用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の
社名にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録

　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上
の委託会社としての免許取得

平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

平成28年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併

 
・大株主の状況（平成28年８月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 

２ 投資方針
(3) 運用体制

＜訂正前＞
（略）

当ファンドはマルチマネージャー運用部（19名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規
程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理室（４名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

（略）
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（上記の体制や人員等については、平成28年６月１日現在）

 
＜訂正後＞
（略）

当ファンドはマルチマネージャー運用部（20名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規
程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理室（４名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

（略）
（上記の体制や人員等については、平成28年９月１日現在）

 
３ 投資リスク
＜更新後＞
（略）
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４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い

＜訂正前＞
（略）

＊上記は、平成28年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。
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＜訂正後＞
（略）

＊上記は、平成28年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。

 

５ 運用状況
＜更新後＞
（略）

＜参考情報＞
（平成28年８月31日現在）
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第２【管理及び運営】
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞

a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、継続申込期間においてお申込み日が以下の日のいずれ
かに該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
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（略）
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
当初申込日：１口当たり１円
継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は信託設定日（平成27年11月13日）以降、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売
会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。

（略）
 
＜訂正後＞

a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

（略）
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。

（略）
 

２ 換金（解約）手続等
＜訂正前＞
（略）

c.解約請求による換金のお申込みは、信託設定日（平成27年11月13日）以降、毎営業日に行うことがで
きます。ただし、解約請求日が以下の日のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いませ
ん。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

（略）
 
＜訂正後＞
（略）

c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日

（略）
 

３ 資産管理等の概要
(1) 資産の評価

＜訂正前＞
（略）

c.基準価額は、信託設定日（平成27年11月13日）以降、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販
売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。

 
＜訂正後＞
（略）

c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。

 
(4) 計算期間

＜訂正前＞
原則として、毎年10月19日から翌年10月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日（※）を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（第１計算期間は平成27年11月13日から平成28年10月18日まで）
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。

 

＜訂正後＞
原則として、毎年10月19日から翌年10月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日（※）を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
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（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
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第三部【委託会社等の情報】
 

第１【委託会社等の概況】
１ 委託会社等の概況
＜訂正前＞

平成28年５月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。

（略）
 
＜訂正後＞

平成28年８月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。

（略）
 

２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（略）

平成28年５月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の
通りです。

本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 164 1,901,312

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 ５ 23,621

合計 169 1,924,934

 
＜訂正後＞
（略）

平成28年８月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の
通りです。

本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 166 1,920,383

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 ３ 15,552

合計 169 1,935,936

 
 

    次へ
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５ その他
＜訂正前＞
(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
東京海上不動産投資顧問株式会社との合併を踏まえ、定款を変更する予定です。
 

(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社は、平成28年10月１日付で、東京海上不動産投資顧問株式会社と合併する予定です。

 
＜訂正後＞
(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
 

(2)訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響

を与えることが予想される事実はありません。
 

 

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

16/16


	表紙
	本文
	１有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	２訂正の内容
	第一部証券情報
	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況
	第２管理及び運営

	第三部委託会社等の情報
	第１委託会社等の概況



